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「顧客資産の分別管理に関する外部監査等のあり方についての議論の取りまとめを受けた 

『顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則』の一部改正について」に対するパブリック・

コメントの結果について 

 

平成 28 年７月 19 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

本協会では、顧客資産の分別管理に関する外部監査のあり方についての議論の取りまと

めを受けた「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」の一部改正について、平成

28年 6月 10日から 6月 30日までの間、パブリック・コメントの募集を行いました。 

この間に寄せられた意見（2件 2法人）及び意見に対する考え方は、以下のとおりです。 

 

項番 該当箇所 意   見 考え方 

1 第 2 条第 1 項第

6 号 

 

「基準日後、経営者報告書提出

日までに分別管理の法令遵守に重

要な影響を与える事象が生じた場

合には、その内容」とありますが、

「重要な影響を与える事象」を具

体的にご教示ください。また、そ

の「重要な影響」のレベルは金額

的に或いは質的にどの程度のもの

を想定されているのかご教示くだ

さい。 

個別事例毎に判断されるべきも

のであると考えますが、例えば、

日本公認会計士協会 監査・保証

実務委員会報告第 76号「後発事象

に関する監査上の取扱い」付表２

「開示後発事象の開示内容の例

示」に掲げる事象のほか、①顧客

分別金の信託不足や②有価証券の

分別管理が行われていないといっ

た法令非遵守も該当します。なお、

基準日後、経営者報告書提出日ま

での間の法令非遵守に該当しない

計算誤りや事務手続上のミス（例

えば、顧客分別金信託は必要額を

充足しているものの計算誤りや事

務手続上のミスが発見された場

合）については経営者報告書に記

載する必要はありません。 
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項番 該当箇所 意   見 考え方 

2 

 

第 2条第 2項 

 

 

意見：「会員は…(中略)…法令を

遵守して顧客資産を分別管理

していたことを確かめるため

の手続きを行わなければなら

ない」とありますが、当該手続

きにおける具体的な方法、チェ

ック項目、担当部署などについ

て御協会にて想定されている

内容をご教示頂けますでしょ

うか。 

理由：御協会で想定されている具

体的な手順等をパブリック・コ

メントへの回答またはＱ＆Ａ等

の形でお示し頂ければ、社内で

の準備・対応が円滑になります

し、会員各社でも一貫性のある

対応が可能となると思われま

す。 

 

会員は法令を遵守して分別管理

を行う義務があり、かつ、分別管

理の状況について、「規則」の定め

るところにより、毎年１回以上定

期的に公認会計士等の監査を受け

ることが金商法で義務づけられて

おります。この公認会計士等の監

査を受けるためには、経営者報告

書を作成する必要があります。 

経営者報告書は会員が定期的に

公認会計士等の監査を受けるため

に、監査対象基準日における自社

の分別管理に係る法令遵守の状況

について経営者が意見を表明する

ものです。 

つまり、経営者報告書で経営者

が意見を表明するために、監査対

象基準日において、法令の求めに

応じて顧客分別金を信託するとと

もに顧客有価証券を分別して管理

していたか、あるいは分別管理の

法令を遵守するために有効な内部

統制を整備し運用していたかにつ

いて、これらを確かめるため、自

社の実情に応じた手続（社内検査

等）により点検を行うこととなり

ます。その方法としては、例えば、

以下の方法が考えられます。 

(1) これまで分別管理に関する合

意手続業務（以下「合意手続」

といいます。）を受検している

会員や新たに分別管理監査を

受検することとなる会員 

これまで合意手続を受検す

る際に活用していた「分別管理

に係る調査表」、「顧客資産の分

別管理のチェック項目、チェッ

クポイント」（（平成 26 年 5 月
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項番 該当箇所 意   見 考え方 

30 日付会員通知（日証協（監 2）

26 第 4 号参照）及び「分別管

理に係る内部統制のフレーム

ワーク」（改訂版）（平成 26 年 4

月22日付会員通知（日証協（自）

26 第 24 号参照）を参考に、分

別管理の法令遵守について有

効な内部統制を整備及び運用

し、法令を遵守して顧客資産を

分別管理していたことを確か

めるための手続（社内検査等）

を行うといった対応が考えら

れます。 

   (2) これまで検証業務を受検して

いる会員 

従来、検証業務を受検する

際、日本公認会計士協会「業種

別委員会実務指針第 40 号『金

融商品取引業者における顧客

資産の分別管理の法令遵守に

関する検証業務の取扱いにつ

いて』」（以下「現実務指針」と

いいます。）に定めるところに

より行っていた確認手続と基

本的に同様の手続を行うこと

で差し支えありません。 

 

以   上 

 


